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告 示 

 

島根県告示第362号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規定により、同法による医療扶助を担当する機関を次のとおり指

定したので、同法第55条の３第１号の規定により告示する。 

令和８年６月５日 

島根県知事 丸 山 達 也   

施術者の氏名 施術所の名称 実施する事業 施術所の所在地 指定年月日 

岡山 敏子 岡山 敏子 あん摩マッサージ

指圧 

益田市多田町200－29 吉田南団地

２－231 

令和８年５月22日 

 

 

島根県告示第363号 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第78条

第１号の規定により告示する。 

  令和８年６月５日 

島根県知事 丸 山 達 也   

事業者の名称又は氏名 サービスの種類 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 

社会福祉法人 やすぎ

福祉会 

特定施設入居者

生活介護 

養護老人ホームふるかわ

特定施設入居者生活介護 

安来市古川町831－１ 

 

令和８年６月１日 

 

 

島根県告示第364号 

 農業振興地域の指定（昭和46年島根県告示第859号）の一部を次のように改正する。 

  令和８年６月５日 

島根県知事 丸 山 達 也   

14 津和野地域の項地域の範囲の欄を次のように改める。 

 津和野町のうち次の図面の赤色で着色した部分（(ア)森林法（昭和26年法律第249号）第25条の規定により指定された保

安林及び同法第５条第１項の規定により定められた高津川地域森林計画区の森林の区域、(イ)昭和62年５月15日指定の青野

山県立自然公園の第２種特別地域及び第３種特別地域の一部（青野山地区、地倉沼地区及び津和野城跡地区）並びに(ウ)田

原山国有林、高鉢山国有林、大魚国有林、日ノ裏国有林、島山国有林、高嶺芦谷国有林、波美本谷国有林、中内谷国有

林、猪木谷国有林、奥山東国有林、中ノ谷国有林及び赤石国有林）を除く区域 

 

 

島根県告示第365号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により、次の土地改良区から役員の就任及び退任の届出があ

ったので、同条第19項の規定により告示する。 

令和８年６月５日 

島根県知事 丸 山 達 也   

津和野町土地改良区 

１ 就任した役員の氏名及び住所 
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理事 

  平野  均 鹿足郡津和野町添谷95番地１ 

  水津 勝志 鹿足郡津和野町池村2185番地 

  村上 栄二 鹿足郡津和野町瀧元309番地 

  村上 政己 鹿足郡津和野町相撲ヶ原632番地 

  水津 喜雄 鹿足郡津和野町左鐙704番地２ 

  藤井 昭見 鹿足郡津和野町長福1048番地１ 

  吉田喜佐登 鹿足郡津和野町中曽野962番地 

  原田 育博 鹿足郡津和野町邑輝70番内１地 

  田村 啓二 鹿足郡津和野町田二穂131番地２ 

  岡田  誠 鹿足郡津和野町中座イ532番地１ 

  河田 寿樹 鹿足郡津和野町直地58番地 

  水津 聡子 鹿足郡津和野町池村1525番１地 

  柳井里絵子 鹿足郡津和野町長福157番地１ 

監事 

  木村 大輔 鹿足郡津和野町名賀727番地 

  齋藤 泰彦 鹿足郡津和野町高峯74番地 

  河野 良範 鹿足郡津和野町日原71番地10 

２ 就任年月日 

令和８年４月１日 

３ 退任した役員の氏名及び住所 

理事 

  平野  均 鹿足郡津和野町添谷95番地１ 

  水津 聡子 鹿足郡津和野町池村1525番１地 

  山下 直行 鹿足郡津和野町瀧元932番内１地 

  吉岡  満 鹿足郡津和野町須川574番地内１ 

  水津 喜雄 鹿足郡津和野町左鐙704番地２ 

  藤井 昭見 鹿足郡津和野町長福1048番地１ 

  佐山  覺 鹿足郡津和野町吹野59番地 

  吉﨑 初義 鹿足郡津和野町邑輝61番地４ 

  田村 啓二 鹿足郡津和野町田二穂131番地２ 

  岡田  誠 鹿足郡津和野町中座イ532番地１ 

  河田 寿樹 鹿足郡津和野町直地58番地 

監事 

  木村 大輔 鹿足郡津和野町名賀727番地 

  齋藤 泰彦 鹿足郡津和野町高峯74番地 

  河野 良範 鹿足郡津和野町日原71番地10 

 

 

島根県告示第366号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定により、次の土地改良区から役員の退任の届出があったの

で、同条第19項の規定により告示する。 
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令和８年６月５日 

島根県知事 丸 山 達 也   

出雲市土地改良区 

 退任した役員の氏名及び住所 

 理事 

飯塚 孝司 出雲市知井宮町252番地 

 

 

島根県告示第367号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、津和野町土地改良区の定款変更を令和８年５月27日

付けで認可したので、同条第３項の規定により告示する。 

  令和８年６月５日 

島根県知事 丸 山 達 也   

 

 

島根県告示第368号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、大田市波根町波根土地改良区の定款変更を令和８年

５月28日付けで認可したので、同条第３項の規定により告示する。 

  令和８年６月５日 

島根県知事 丸 山 達 也   

 

 

島根県告示第369号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により保安林の指定をするので、同法第33条第６項において

準用する同条第１項の規定により告示する。 

  令和８年６月５日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 保安林の所在場所 

浜田市弥栄町門田783－１ 

２ 指定の目的 

水源の涵
かん

養 

３ 指定施業要件 

⑴ 立木の伐採の方法 

  ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 

⑵ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び浜田市役所に備え置いて縦覧に供する。） 
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島根県告示第370号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により保安林の指定をするので、同法第33条第６項において

準用する同条第１項の規定により告示する。 

  令和８年６月５日 

島根県知事 丸 山 達 也   

１ 保安林の所在場所 

 隠岐郡西ノ島町大字美田字此原2414－１、2414－３、2419－１、2421 

２ 指定の目的 

土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

 ⑴ 立木の伐採の方法 

  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 

字此原2414－１・2414－３・2419－１（以上３筆について次の図に示す部分に限る。） 

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準

伐期齢以上のものとする。 

  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 ⑵ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び西ノ島町役場に備え置いて縦覧

に供する。） 

 

公 告 

 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、公共測量の実施について島

根県知事から次のとおり通知を受けたので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公告する。 

令和８年６月５日 

島根県知事 丸 山 達 也 

１ 作業種類 

公共測量（用地測量） 

２ 作業期間 

令和８年５月21日から同年７月31日まで 

３ 作業地域 

出雲市斐川町地内 

 

特 定 調 達 公 告 

 

 次のとおり落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令

第372号）第12条及び物品等又は特定役務の調達手続に係る島根県会計規則の特例を定める規則（平成７年島根県規則第

83号）第９条の規定により公告する。 

  令和８年６月５日 

島根県知事 丸 山 達 也   
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１ 件名及び数量 

 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ Ｕｓｅｒ ＣＡＬ ＳＡ ライセンス 5,100個 

 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ Ｕｓｅｒ ＣＡＬ ＬＳＡ ライセンス 1,000個 

２ 契約に関する事務を担当する本庁等の名称及び所在地 

  島根県総務部情報システム推進課 島根県松江市殿町１番地 

３ 落札者を決定した日 

  令和８年４月16日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社えすみ松江営業所 所長 山西 政則 島根県松江市西嫁島３丁目２番13号 

５ 落札金額 

  41,136,700円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 特例公告を行った日 

  令和８年３月17日 

 


